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仕事と家庭の両立

　女性社員の就業継続やキャリアアップに向けた施策を整えたり、男性の育児休暇・休職の取得を促す対

応に乗り出すなど、仕事と家庭の両立支援をより高い水準で行う企業が増えている。その背景には、人手

不足が深刻化するなかで、キャリアを積んだ従業員に働き続けて欲しいとの思いも見られる。今号では、

当機構が実施した６カ国の育児休業制度と両立支援策等の特徴を調査結果から紹介。先に開催した労働政

策フォーラムの概要や企業事例等もあわせて、国内外の両立支援の動向を見ていく。

仕事と家庭の両立

＜今号の主な内容＞

＜労働政策フォーラム＞　仕事と家庭の両立支援のあり方を考える
　基調講演　女性活躍と男性の家庭生活─育児からみた働き方の課題
　事例報告　日本生命　大成建設　ＳＣＳＫ
　パネルディスカッション
＜連載＞
　等級制度を見直し、職種ごとにメリハリある給与体系を導入　　ノバレーゼ
＜JILPT調査＞
　諸外国における育児休業制度等、仕事と育児の両立支援にかかる諸政策
　――スウェーデン、フランス、ドイツ、イギリス、アメリカ、韓国
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仕事と家庭の両立

　男女雇用機会均等法施行
（1986年）から30年、育児休
業法施行（1992年）から25年
を経た現在、仕事と家庭の両立
支援の課題について、改めて考
えてみたいと思います。2016
年に女性活躍推進法が施行され、
女性のキャリア形成支援に大き
な関心が払われています。一方、
イクメンという言葉がブームに
なって久しいですが、男性の家
庭生活の現状はどうなっている
のでしょうか――。本日は、育
児から見た働き方の課題につい
て問題提起をしたいと思います。

女性活躍と男性の家庭生活 
――育児からみた働き方の課題――

JILPT 主任研究員　池田  心豪

基調講演

仕事と家庭の両立支援のあり方を考える
労働政策フォーラム

人手不足が深刻となるなか、企業は優秀な人材の確保・定着を図るため、育児休業や短時間勤務など仕事と
家庭の両立支援に取り組んでいる一方、男性の育休取得が進まない、出産等を機に就業を断念する女性が少
なくないといった課題も指摘されている。JILPTが５月29日に開催した労働政策フォーラムでは、両立支援
に関する研究成果や企業の先進的な取り組み事例を踏まえ、企業の人材活用の視点から、今後の両立支援制
度のあり方について議論された。

図表１　６歳未満の子どもをもつ夫の家事・育児関連時間
（総平均時間と行動者平均時間）

（備考）
１．総務省「社会生活基本調査」（2016年）より作成
２．�数値は「夫婦と子供の世帯」における６歳未満の子どもをもつ夫の１日当たりの家事・育児関連の総平均時間と行
動者平均時間（週全体）
※総平均時間・・・該当する種類の行動をしなかった人を含む全員の平均時間
※行動者平均時間・・・該当する種類の行動をした人のみについての平均時間

「仕事と育児の両立支援に係る総合的研究会報告書」参考資料から引用
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仕事と家庭の両立

改正育児・介護休業法
が2017年に施行

　直近の両立支援政策について
は、改正育児・介護休業法が
2017年の１月と10月に施行さ
れました。育児については１月
施行の改正法により、有期契約
労働者の育休取得要件の緩和や、
子の看護休暇の取得単位の柔軟
化などが図られました。10月
には、育休期間の最長２歳まで
の再延長や、育児目的休暇の新
設などが盛り込まれた改正法が
施行されています。

未だ女性に偏る育児負担、男性の育
児促進を――厚労省研究会報告書

　厚生労働省はその後、『仕事と育児の両立支
援に係る総合的研究会報告書』をとりまとめ、
今年３月に公表しました。この研究会では、女
性の就業が広がる現在もなお育児負担は女性に
偏っている現状を踏まえ、男性による育児の促
進を中心とした仕事と家庭の両立支援について
検討してきました。
　そのなかで男性の育児については、全くしていない
層と多少はしている層の２段階に分け、全く育児をし
ていない人が多少でもするためのテコ入れが重要な課
題だと指摘しています。例えば、妻の就業にかかわら
ず、産後８週間は母体保護のために夫が家事や育児を
負担すべきという当事者意識の醸成を図っていくこと
などが具体的に示されています。

育児を全くしない男性が７割

　日本の男性が家事・育児をあまりしないといわれる
時、総平均時間の短さが指摘されますが、図表１を見
ると、育児をしている人の「行動者平均」の育児時間
は２時間以上（146分）です。家事についても90分
と結構長い。しかし育児を全くしていない人（非行動
者）が全体の７割を占めているので（図表２）、平均す
ると短くなります。「育休を〇日（あるいは〇か月）取り
ました」というイクメンの話を見聞きする機会は増え

ていますが、実際は、全く育児をしていない男性がま
だまだ多いというのが現状です。

妻が「フルタイム」の夫は育児関与度高い

　男性の育児と妻の就業はどのような関係になってい
るのでしょうか。2000年代以降、共働き世帯数が増え、
専業主婦世帯が減っている傾向にありますが、共働き
といっても、夫がフルタイムで妻はパートタイムの世
帯が増えており、夫婦ともフルタイムの世帯はあまり
増えていません。
　そこで、妻が非就業（専業主婦）、パートタイム、
フルタイムの場合に分けて、第一子出生時の男性の育
休取得期間を見ると、妻が専業主婦の場合は「５日未
満」が5.0％と、パートタイム（2.2％）やフルタイム
（2.5％）より相対的に高くなっており、「１か月以上」
はパートタイム（2.2％）やフルタイム（2.5％）が、
専業主婦（0.4％）より高くなっています（図表３）。

図表３　第 1子出生時の配偶者の就業状況別
男性の育児休業取得期間

図表２　６歳未満の子どもをもつ夫の家事・育児関連の行動者率（週全体）

（備考）
１．総務省「社会生活基本調査」（2016年）より作成
２．�数値は「夫婦と子供の世帯」における6歳未満の子どもをもつ夫の1日当たりの家事・育児関連の行動者率（週全体）
　　※行動者率・・・該当する種類の行動をした人の割合（％）
　　※非行動者率・・・100％－行動者率で算出

資料出所）労働政策研究・研修機構「職業キャリアと生活に関する調査」（2015年）
労働政策研究報告書No.192『育児・介護と職業キャリア』（2017）を元に作成

育休取得期間

N取得して
いない 5日未満

５日から
1か月
未満

１か月
以上

第1子出生時の
配偶者の
就業状況

�フルタイム 94.0% 2.5% 1.0% 2.5% 201

�パートタイム 93.5% 2.2% 2.2% 2.2% 46

�非就業 93.6% 5.0% 1.1% 0.4% 465
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仕事と家庭の両立

ヨーロッパでは、妻が復職
する時、男性が入れ替わり
に育休を取得するのが典型
です。日本でも妻がフルタ
イムで１か月以上の育休を
取る男性はヨーロッパと同
じような取り方をしている
と思われます。一口に男性
の育児休業といっても、そ
の取得のしかたは女性の働
き方によって多様であるこ
とが分かります。
　次に、６歳未満の子（未
就学児）と同居する正規雇
用の男性が、平日に子ども
（末子）と過ごす時間を妻の
就業状況別に見ると（図表
４）、「０～30分未満」は、ど
の就業形態でも２割前後と
それほど高くありません。
「１～３時間未満」は、パー
トタイム（35.8％）と専業
主婦（38.7％）で最も高く、
それほど育児にかかわって
いない男性の実態が浮かび
上がってきます。「３時間
以上」はフルタイムが43.1％と高く、パートタイム
が34.0％、専業主婦が19.4％と低くなります。一方、
専業主婦は「30分～１時間未満」が19.4％と高いです。

男性の育児へのかかわり方

　では、子どもと一緒にいて何をしているのでしょう
か。男性については、子育てといっても子どもと遊ん
でいるだけではないかという話をよく耳にします。し
かし、一緒に遊んで、子どもをみていてくれるだけで
も助かるという女性の声も聞きます。その一方で、妻
がするような子どもの身の回りの世話をしている男性
もいます。その意味でも男性の育児へのかかわり方は
多様です。
　そこで子ども（末子）の育児について、１週間のう
ち何日くらい「子どもと遊ぶ」かを見てみると、「週
７日」と回答した割合は、専業主婦が12.9％、パー

トタイムが20.4％、フルタイムが27.5％となってい
ます。遊ぶということだけでも妻の就業による差が見
られます。さらに「身の回りの世話」について見ると、
妻がフルタイムの場合は「週７日」が35.3％と高く、
週５日以上になると49.0％と約半数を占めています
（図表５）。つまり、妻がフルタイムで働いている家
庭では、夫が毎日子どもの身の回りの世話をするとい
う、均等に近い夫婦のありようが見られます。

男性の週労働時間を50時間以下に

　次に男性自身の働き方との関係を見たいと思います。
改めていうまでもありませんが、日本の場合、男性の
長時間労働が家庭生活に割く時間を少なくしています。
男性の週実労働時間と子ども（末子）と平日過ごす時
間との関係を見ると、週50時間くらいが分かれ目で
はないかと思われます。つまり週50時間を超えると、
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4.3%

35.3%

13.2% 17.2%
27.5%

20.4%
12.9%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

フルタイム
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7日
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3-4日

1-2日

0日

身の回りの世話 子どもと遊ぶ

妻の

就業

状況

3.2%

図表４　現在の妻の就業状況別　１日に末子と過ごす時間（平日）

図表５　現在の妻の就業状況別　１週間の末子育児頻度

資料出所）労働政策研究・研修機構「職業キャリアと生活に関する調査」（2015年）
分析対象：６歳未満の子と同居する正規雇用男性

資料出所）労働政策研究・研修機構「職業キャリアと生活に関する調査」（2015年）
分析対象：６歳未満の子と同居する正規雇用男性



Business Labor Trend 2018.10

6

仕事と家庭の両立

「３時間以上」子どもと過
ごす割合が約２割に減り、
週60時間を超えると「０
～30分未満」が４割以上
に増えるなど、子どもと
過ごす時間があまり取れ
ない状況になっています
（図表６）。

重要なのは定時退勤
できる日数

　週50時間といえば、法
定労働時間を除く10時間
くらいが残業時間になろう
かと思います。週５日働く
場合は１日平均２時間です
が、家庭生活においては、
毎日２時間残業するよりも、
２日置きに４時間残業した
ほうが好ましい。逆にいう
と、定時退勤日を週３日く
らい作り、早く帰宅できる
日は積極的に育児をするの
が望ましいということです。
　１日２時間の残業と聞け
ば、比較的早く帰れている
という印象を持つかもしれません。ですが、例えば夫
婦交代で保育園の迎えに行くなら、担当日は定時に退
社しなければなりません。ですので残業する日と定時
退勤の日のメリハリをつけることが、仕事と家庭の両
立では大切なポイントになってきます。

仕事における男性役割の見直しが男性の
育児を促進

　しかし、残業を減らして子どもと過ごす時間が増え
ても、子どもと遊んでいるだけで、身の回りの世話ま
でしているとは限りません。そこには男女の役割が関
係しています。
　その観点から、仕事における男女の役割、つまり職
場での男女の職域統合と、夫婦の家事・育児の分担と
の関係について見てみます。
　調査では、自分が勤めている職場で、男性と女性の

職務に違いがあるかどうかを尋ねており、男女の職域
が「まったく違う」あるいは職場にいるのは「同性（男
性）のみ」、「一部違う」、「違いはない」の回答別に、
男性の育児頻度を見たものが図表７になります。「子
どもと遊ぶ」頻度に違いは見られませんが、「身の回
りの世話」については、男女の職域に「違いはない」
という場合に、「身の回りの世話」をする頻度が高い
という傾向が見られました。
　次に、夫婦の経済的役割との関係について見てみま
す。前出のデータと同じ調査で、理想とする夫婦の経
済的な役割分担について尋ねたところ、「夫の収入だ
けで生活費をまかなう」（43％）と「夫の収入を主と
するが妻の収入も生活費にあてる」（44％）が同程度
となり、「夫婦の収入を同等に生活費にあてる」（７％）
や「妻の収入だけで生活費をまかなう」（１％）の割
合は低いです。その上で、育児について見てみると、「夫
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45.2%
42.6% 37.8% 69.8% 65.6% 62.2%
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身の回りの世話 子どもと遊ぶ

男女の
職域

図表７　男女の職域別　１週間の末子育児頻度

資料出所）労働政策研究・研修機構「職業キャリアと生活に関する調査」（2015年）
分析対象：６歳未満の子と同居する正規雇用男性

16.1% 13.9%
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40時間以下
(N=62)

40超50時間

以下(N=36)

50超60時間

以下(N=73)

60時間超
(N=30)

3時間以上

1時間-3時間未満

30分-1時間未満

0-30分未満

週実労働時間

図表６　本人の週実労働時間別　１日に末子と過ごす時間（平日）

資料出所）労働政策研究・研修機構「職業キャリアと生活に関する調査」（2015年）
分析対象：６歳未満の子と同居する正規雇用男性
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の収入だけで生活費をまか
なう」よりも「夫の収入を
主とするが妻の収入も生活
費にあてる」ほうが、子ど
も（末子）の「身の回りの
世話」をする頻度が高く、
夫婦同等とまではいかない
までも、共働きを志向する
男性のほうが育児をしてい
る傾向が見えてきました
（図表８）。
◇　　　◇　　　◇

　最後にまとめですが、女
性がキャリアを継続し、仕事で活躍するためには、男
性の働き方を見直すことが重要です。男性が平日に子
どもと過ごす時間を持てるよう、労働時間については
総残業時間を減らすとともに、残業日数を週２日以内
（定時退勤を３日以上）にすることが望ましいです。

さらに、男性がより深く育児にかかわるためには、男
性の職域や男性が家計を支えるという稼ぎ手役割意識
など、仕事の面についても男女の役割を見直すことが
重要だといえます。
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身の回りの世話 子どもと遊ぶ

図表８　経済的役割意識別　１週間の末子育児頻度

資料出所）労働政策研究・研修機構「職業キャリアと生活に関する調査」（2015年）
分析対象：６歳未満の子と同居する正規雇用男性


